
 

第２章 報酬・費用弁償 

 

  ○富山地区広域圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例 

昭和47年８月11日条例第３号 

改正 昭和51年３月６日条例第１号 

昭和53年３月１日条例第１号 

昭和56年２月20日条例第１号 

平成３年２月20日条例第１号 

平成19年３月27日条例第１号 

平成20年10月22日条例第２号 

平成26年２月14日条例第５号 

平成30年10月31日条例第１号 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、富山地区広域圏事務組合の特別職の職員の報酬（議員にあっては議員報酬。

以下同じ。）及び費用弁償等の額並びに支給方法について定めるものとする。 

 （報酬及び支給方法） 

第２条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるものとする。 

２ 報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された当月分から、議員その他の特別職の職員に

は、その職についた当月分から支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給

しない。 

３ 議長、副議長、議員その他の特別職の職員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡により、その

職を離れたときは、当月分までの報酬を支給する。 

４ 前２項による報酬の支給の始期及び終期にかかる額の計算は、その職についた月以降の月数又

は、その職を離れた月までの月数を基礎として、これに報酬年額を１２で除して得た額を乗じて

算出する。 

 （報酬の支給日） 

第３条 報酬は、毎年３月末日（その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、そ

の日に最も近い休日又は日曜日でない日）に支給する。 

 （費用弁償） 

第４条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について別表に定める費用弁償を支

給する。 

２ 議員が招集に応じ、本会議に出席したときは、費用弁償として日額１，５００円を支給する。 

 （公務災害補償） 

第５条 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第６９条及び第７０条の規定に基づ

き組合の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害（負傷、疾病、廃失又は死亡をい

う。）に対する補償に関しては、富山市における当該職員の補償の例による。 



 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５１年３月６日条例第１号） 

 この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５３年３月１日条例第１号） 

 この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５６年２月２０日条例第１号） 

 この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３年２月２０日条例第１号） 

 この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月２７日条例第１号） 

 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年１０月２２日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１４日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３０年１０月３１日条例第１号） 

 

別表（第２条第１項関係） 

区分 報      酬 費   用   弁   償 

議     長 年３０，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、長の職にある者の相当額 

副  議  長 年２８，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、副市町村長の職にある者の相当額 

議     員 年２４，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、副市町村長の職にある者の相当額 

監 査 委 員 

（議 会 選 出） 
年１１，０００円 

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、副市町村長の職にある者の相当額 

監 査 委 員 

（識見を有する者） 
年２４，０００円 

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、副市町村長の職にある者の相当額 

理  事  長 年４０，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、長の職にある者の相当額 

副 理 事 長 年３４，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、長の職にある者の相当額 

理     事 年３０，０００円 
理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例

中、長の職にある者の相当額 



 

附属機関の構成

員その他非常勤

の特別職の職員 

日額9,300円を超えな

い範囲内において任

命権者が定める額 

理事長の属する市町村の特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例中、その他非常勤

の特別職の職員にある者の相当額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


